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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期
第１四半期
連結累計期間

第90期
第１四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 17,765 16,682 77,240

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
△254 △314 917

四半期純損失（△）又は当期純利益

（百万円）
△511 △448 186

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△207 461 △289

純資産額（百万円） 28,026 27,992 27,773

総資産額（百万円） 69,152 66,913 67,004

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額

（円）

△7.37 △5.47 2.39

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― 2.38

自己資本比率（％） 36.20 41.71 41.32

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第89期第１四半期連結累計期間及び第90期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧州債務危機に伴う欧州や先進主要国の景気低迷が継続すると共に、中

国やアジア地域にもその影響が及び、設備投資の抑制や個人消費の縮小など、企業活動に影響を及ぼしました。また、

当社グループに関わるエレクトロニクス市場では、スマートフォンやタブレットＰＣ等の需要の高まりはあったも

のの、それ以外の薄型テレビやパソコン、家電関連など、市場全般としては需要が伸び悩み、厳しい状況が継続いたし

ました。

このような環境下、当社グループにおきましては、節電対策や環境意識の高まりにより注目の集まるＬＥＤ、エコ

カー関連製品などは比較的堅調に推移したものの、当社グループとして売上拡大を推し進めている産業機械、エネル

ギー、家電関連製品は、市場環境の低迷により伸び悩み、電子部品関連事業を中心に売上・利益が減少いたしました。

こうした状況に対し、スマートフォンなどに用いられるフレキシブル基板向けの回路材料や、高密度接合に適した導

電性接合材など、成長市場で期待される新製品を投入し、新市場開拓の取り組みも進めておりますが、当第１四半期

連結累計期間での売上・利益貢献は限定的でした。

その結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の状況といたしまして、売上高は166億8千2百万円（前年同

四半期比6.1％減）、営業損失は2億4千7百万円（前年同四半期は1億9千2百万円の営業損失）となりました。また、経

常損失は3億1千4百万円（前年同四半期は2億5千4百万円の経常損失）、四半期純損失は4億4千8百万円（前年同四半

期は5億1千1百万円の四半期純損失）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　なお、売上高はセグメント間の内部売上高を含めており、セグメント利益はセグメント間取引消去及び本社部門負

担の未来開発研究費用控除前の営業利益と調整を行っております。

① 電子部品関連事業

世界的な景気の鈍化に伴い、当社グループで多くの売上を占めるようになっている産業機械、エネルギー、家電関

連製品などが伸び悩み、全体としての売上・利益は減少いたしました。しかし、節電対策や環境意識の高まりにより

注目の集まるＬＥＤ関連製品では、夏季を前にして、自動販売機のＬＥＤ照明及び連動ボタンが好調に推移し売上

を伸ばしました。また、エコカー関連製品も堅調に推移いたしました。更に、中国などの海外において、顧客へのス

ピード対応を図るため現地に設計拠点を設け、また現地調達によるコスト競争力の強化も図り、市場拡大や収益性

向上を目指しておりますが、未だ取り組みの途上であり、全体の落ち込みをカバーするには至りませんでした。

　この結果、売上高は114億3千1百万円（前年同四半期比6.5％減）、セグメント損失は2億9千8百万円（前年同四半

期は6千万円のセグメント損失）となりました。

② 電子化学実装関連事業

　世界的な景気の停滞に伴い、厳しい市場環境が続くものの、昨年発生したタイの大規模洪水によるサプライチェー

ンの混乱は収束へと向かいつつあり、洪水の影響で縮小していた車載市場向けの売上が電子化学事業では復調して

まいりました。一方、実装装置事業ではタイの洪水により浸水して使用不能になったリフロー装置の置き換え特需

が一段落してきております。こうした状況に対し、スマートフォンなどに用いられるフレキシブル基板向けの回路

材料や、高密度接合に適した導電性接合材など、成長市場で期待される新製品の投入を進めておりますが、当第１四

半期連結累計期間での売上・利益貢献は限定的でした。

　この結果、売上高は48億5千9百万円（前年同四半期比2.3％減）、セグメント利益は3億8千5百万円（同158.0％

増）となりました。
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③ 情報機器関連事業

国内放送局各社は、地上デジタル放送への投資が一段落してきており、積極的な設備投資は手控えが見られます。

このような市場環境に対し、当社グループでは音声処理の高速化と音質向上を両立させたデジタル音声卓の最新モ

デル“NT880”を市場投入し、得意先への提案を積極的に進めております。一方、中国・韓国・台湾などでは、デジタ

ル化に伴う新社屋への移転等を契機とした新たな需要も期待できるため、現地販売網の強化・拡充を進めておりま

す。しかしながら、こうした活動による売上貢献はまだ少なく、また昨年は、東日本大震災後の設備更新需要により

セキュリティ関連製品の売上が増加いたしましたが、現在はその需要も落ち着き、前年同四半期比では売上が減少

いたしました。

　この結果、売上高は3億9千3百万円（前年同四半期比31.9％減）、セグメント損失は1億5千6百万円（前年同四半期

は1億4千万円のセグメント損失）となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

当社は、平成18年５月26日開催の取締役会において、企業価値、ひいては、株主の皆様の利益を確保し、または向上

させる取り組みの一環として、大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を決議し、平成18年６月29日開催の定時

株主総会に議案を上程し、承認可決されております。

　大規模買付行為（特定株式保有者等（注１）の当社株券等（注２）の買付行為）に対する対応方針の概要は次の

とおりであります。

詳細は当社ホームページ（http://www.tamura-ss.co.jp）にてご覧いただくことができます。

① 基本的な当社の考え方

　当社は、証券取引所に上場する株式会社として、当社株式の売買は市場に委ねるものと考えており、特定株式保有

者等による当社株式の買付けに応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様

のご判断によるものと考えております。また、特定株式保有者等による経営への関与は、必ずしも企業価値を毀損す

るものではなく、それが当社の企業価値の拡大につながるものであれば何ら否定するものではありません。

　当社は、グループとして、国内外に子会社、関連会社を合わせ40社強を有し、日本、アジア、米州および欧州の４つの

地域に跨り、電子部品、電子化学実装、情報機器、その他各分野における商品の販売および製造を主な内容とした多

岐に渡る事業展開を行っております。従いまして、当社の経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、ならび

に国内外の顧客・従業員および取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠で

す。

　特定株式保有者等による当社株式の買付けが行われる場合に、株主の皆様に、短期間に、以上のような当社および

タムラグループの特性を踏まえた上での十分な情報を確保していただくこと、そして、それに基づき十分な分析を

加えた上で特定株式保有者等による当社株式の買付けの妥当性をご判断いただくことが容易でない場合も想定し

うると考えております。今後、当社の同意なく特定株式保有者等による当社株式を対象とする公開買付や当社株式

の買集め等が行われた場合に、(ⅰ）特定株式保有者等の目的等が株主の皆様の利益を損なうものであるか否か、

(ⅱ）特定株式保有者等の買付けが株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要する恐れがあるものであるか否か、

(ⅲ）特定株式保有者等により株主の皆様に対し十分な情報の開示が行われているか否か等を検討するために必要

な情報と時間を合理的に確保することは、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が

生じることを未然に防止するために重要であると考えております。
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② 大規模買付ルールの内容

　当社が導入している大規模買付ルールとは、(ⅰ）事前に特定株式保有者等が当社取締役会に対して必要且つ十分

な情報を提供し、(ⅱ）当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というもの

です。

　具体的には、まず、特定株式保有者等には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会とし

ての意見形成のために必要且つ十分な情報を提供していただきます。

　大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報はすべて特別委員会に提出され

ます。また、当社取締役会は、特別委員会の勧告・助言等を最大限尊重しつつ、本必要情報のうち、当社株主の皆様の

判断のために必要であると認められる情報については、適切と判断する時点で開示します。

　次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、特定株式保有者等が当社取締役会に対し本必要

情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）ま

たは90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための

期間として与えられるべきものと考えます。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始され

るものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は特別委員会の勧告等を最大限尊重しながら、提供された本必

要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、特定

株式保有者等との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対

し代替案を提示することもあります。

　特定株式保有者等が現れた場合、当社取締役会は、特別委員会が行う勧告等を最大限尊重した上で、当社株主の皆

様の利益を守るために適切と考える方策を取ることになります。

③ 大規模買付行為が為された場合の対応方針

(a）特定株式保有者等が大規模買付ルールを遵守した場合

　特定株式保有者等が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様

を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に

応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替

案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であって

も、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合（買収目的等からみて企業価値

を損なうことが明白であるもの、買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、従業員、顧客、取引先な

どのステークホルダーの利益を損なう結果、企業価値を著しく損なうものなど）には、当社取締役会は当社株主

の皆様の利益を守るために適切と考える方策を取ることがあります。当該大規模買付行為が当社株主全体の利益

を著しく損なうか否かの検討および判断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、

特別委員会の勧告を尊重するものとします。

(b）特定株式保有者等が大規模買付ルールを遵守しない場合

　特定株式保有者等が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社

取締役会は、当社および当社株主全体の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律

および当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を

講じるかについては、特別委員会の勧告等を最大限尊重しながら、その時点で最も適切と当社取締役会が判断し

たものを選択することとします。

④ 株主・投資家に与える影響等

(a）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報、ならび

に、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見および代替案等の提示を受ける機会を保証しています。こ

れにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするこ

とが可能となります。

(b）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等

　特定株式保有者等が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社および当社株主全体の

利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることが

ありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルールに違反した特定株式保有者等を除きま

す。）が格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をと

ることを決定した場合には、法令に従って適時適切な開示を行います。
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⑤ 大規模買付ルールの有効期限および修正・廃止について

　上記対応方針の導入は、平成18年６月29日の株主総会での承認をもって開始し、平成19年６月30日が有効期限とな

ります。但し、有効期限の満了前であっても、(ⅰ）当社の株主総会において上記対応方針を修正または廃止する旨

の議案が承認された場合、または(ⅱ）当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により上記対応

方針を修正または廃止する旨の決議が行われた場合には、修正または廃止されるものとします。有効期限までに上

記対応方針の修正または廃止がなされない場合は、有効期限は自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様と

します。従って、上記対応方針については、株主の皆様のご意向に従ってこれを修正または廃止させることが可能で

す。

　当社は、上記対応方針が修正または廃止された場合には、その旨を速やかにお知らせします。

(注１）「特定株式保有者等」とは、当社の株券等の保有者、公開買付者または保有者且つ公開買付者である者で

あって、(ⅰ）当該保有者が保有する当社の株券および当該保有者の共同保有者が保有する当社の株券等にかかる

株券等保有割合の合計、(ⅱ）当該公開買付者が保有し若しくは保有することとなった当社の株券等および当該公

開買付者の特別関係者が保有する当社の株券等にかかわる株券保有割合の合計、または、(ⅲ）当該保有者且つ公開

買付者であるものが保有し若しくは保有することとなった当社の株券等および当該保有者且つ公開買付者である

者の共同保有者ならびに当該保有者且つ公開買付者である者の特別関係者が保有する当社の株券等にかかる株券

保有割合の合計のいずれかが、当社発行済株式総数の20％を超える者または超えると当社取締役会が認める者をい

います。

(注２）「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。

(3）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2億8千1百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4）従業員数

　当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

(5）生産、受注及び販売の実績

　当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

(6）主要な設備

　当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び新たに確定した主要な設備の新設、休止、大規模

改修、除却、売却等の計画はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 252,000,000

計 252,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 82,771,473 82,771,473
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 82,771,473 82,771,473 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

― 82,771 ― 11,829 ― 17,172

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式      766,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式   80,225,000 80,225 ―

単元未満株式 普通株式    1,780,473 ― ―

発行済株式総数 82,771,473 ― ―

総株主の議決権 ― 80,225 ―

(注）「単元未満株式」欄の普通株式には、提出会社所有の自己株式617株が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

㈱タムラ製作所

東京都練馬区東大

泉一丁目19番43号
766,000 ― 766,000 0.93

計 ― 766,000 ― 766,000 0.93

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,726 10,455

受取手形及び売掛金 ※1
 22,017

※1
 20,384

商品及び製品 3,947 4,136

仕掛品 1,546 1,825

原材料及び貯蔵品 5,515 5,400

繰延税金資産 466 351

その他 2,084 2,238

貸倒引当金 △108 △113

流動資産合計 45,195 44,677

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,872 15,056

減価償却累計額 △9,618 △9,780

建物及び構築物（純額） 5,253 5,275

機械装置及び運搬具 13,832 14,286

減価償却累計額 △10,862 △11,232

機械装置及び運搬具（純額） 2,969 3,054

工具、器具及び備品 8,109 8,349

減価償却累計額 △7,061 △7,280

工具、器具及び備品（純額） 1,048 1,068

土地 6,623 6,684

リース資産 1,855 1,865

減価償却累計額 △1,012 △1,093

リース資産（純額） 843 771

建設仮勘定 9 100

有形固定資産合計 16,747 16,954

無形固定資産

のれん 683 704

リース資産 346 385

その他 427 423

無形固定資産合計 1,456 1,514

投資その他の資産

投資有価証券 1,874 1,793

繰延税金資産 697 812

その他 1,136 1,258

貸倒引当金 △104 △96

投資その他の資産合計 3,604 3,766

固定資産合計 21,808 22,235

資産合計 67,004 66,913
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 12,016 10,781

短期借入金 8,727 9,863

1年内返済予定の長期借入金 140 965

リース債務 500 518

賞与引当金 852 493

役員賞与引当金 56 13

その他 2,526 2,799

流動負債合計 24,819 25,434

固定負債

長期借入金 11,131 10,209

リース債務 940 882

退職給付引当金 1,868 1,918

その他 470 476

固定負債合計 14,410 13,485

負債合計 39,230 38,920

純資産の部

株主資本

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 17,172 17,173

利益剰余金 2,726 2,036

自己株式 △289 △283

株主資本合計 31,439 30,755

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △298 △412

繰延ヘッジ損益 △1 3

為替換算調整勘定 △3,456 △2,437

その他の包括利益累計額合計 △3,756 △2,846

新株予約権 90 83

純資産合計 27,773 27,992

負債純資産合計 67,004 66,913
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 17,765 16,682

売上原価 13,569 12,592

売上総利益 4,196 4,089

販売費及び一般管理費 4,388 4,337

営業損失（△） △192 △247

営業外収益

受取利息 2 4

受取配当金 13 16

持分法による投資利益 9 8

その他 71 64

営業外収益合計 97 93

営業外費用

支払利息 103 87

為替差損 27 44

その他 29 28

営業外費用合計 159 160

経常損失（△） △254 △314

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 8 －

特別利益合計 9 0

特別損失

固定資産除売却損 8 9

投資有価証券評価損 59 －

特別退職金 78 －

災害による損失 43 －

その他 31 1

特別損失合計 221 11

税金等調整前四半期純損失（△） △466 △325

法人税、住民税及び事業税 86 99

法人税等調整額 7 23

法人税等合計 94 123

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △560 △448

少数株主損失（△） △48 －

四半期純損失（△） △511 △448
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △560 △448

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18 △113

繰延ヘッジ損益 △11 5

為替換算調整勘定 384 1,011

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 7

その他の包括利益合計 353 910

四半期包括利益 △207 461

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △163 461

少数株主に係る四半期包括利益 △43 －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(1）連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、田村電子材料（天津）㈲は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2）持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計

期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 52百万円 43百万円

支払手形 460 ―

　

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりで

あります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 516百万円 486百万円

のれんの償却額 17 21

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 208 3 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 246 3 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他事業
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

電子部品
関連事業

電子化学
実装関連
事業

情報機器
関連事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 12,2314,945 577 17,754 11 17,765 ― 17,765
セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 26 ― 26 176 203 △203 ―

計 12,2314,971 577 17,780 188 17,969△203 17,765

セグメント利益又は

損失（△）
△60 149 △140 △51 19 △32 △159 △192

(注）１．「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運輸・倉庫・保険業を含んで

おります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△159百万円には、セグメント間取引消去17百万円及び各報告セグメントに

配賦していない本社部門負担の未来開発研究費用△177百万円が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他事業
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

電子部品
関連事業

電子化学
実装関連
事業

情報機器
関連事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 11,4314,857 393 16,682 ― 16,682 ― 16,682
セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 2 ― 2 167 169 △169 ―

計 11,4314,859 393 16,684 167 16,851△169 16,682

セグメント利益又は

損失（△）
△298 385 △156 △69 11 △58 △189 △247

(注）１．「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運輸・倉庫業を含んでおりま

す。

２．セグメント利益又は損失の調整額△189百万円には、セグメント間取引消去8百万円及び各報告セグメントに

配賦していない本社部門負担の未来開発研究費用△197百万円が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更の会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改

正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　これによるセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 7円37銭 5円47銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（百万円） 511 448

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 511 448

普通株式の期中平均株式数（千株） 69,490 82,014

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―――――――――――― ――――――――――――

(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金

額であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月14日

株式会社タムラ製作所

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秋山　賢一　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 飯畑　史朗　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 入江　秀雄　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タムラ

製作所の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　
　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タムラ製作所及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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